
　付近に迷惑をかけないように工事します。

４.転用することによって生ずる付近の土地、作物、家畜等の被害の防除施設の概要

年 月 日

年 月 日○○

　２５０㎡ （田　　　　　　 １００㎡ 畑　　　　 １５０㎡）

土 地 の 所 在 地 番

田〃

2.土地の所在、地番、地目および面積ならびに所有者および耕作者の氏名、住所

　　下記によって農地を転用したいので、農地法第４条第１項第７号の規定によって届け出ます。

氏 名 （ フ リ ガ ナ ） 職 業

　　町
マチダ
　田　太

タロウ
　郎

面 積

㎡

土地所有者

○○○○

【 市 街 化 区 域 用 】

課長

1234-2

町田市中町１丁目２０番２３号

　　　町田　太郎

年

町田市鶴間字１号 1234-1

現　況 氏名・住所

雑種地

吉 川 庄 衞 様

住 所

町田市中町１丁目２０番２３号

１００

畑 畑

地 目

登記簿

生産緑地 はがき

１.届出者

同　左

耕 作 者

※ 裏面の記載注意および添付書類をよくご確認の上、お届けください。

転用の目的に係る
事業または施設の
概要

月○○

農　業

〃

　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

町田市農業委員会 会長

１５０

氏名・住所

〃

日○○

　共同住宅

工 事 着 工 時 期

工 事 完 了 時 期

軽量鉄骨造２階建て　　１棟　８室

１階　２００㎡　　２階　２００㎡

○○

○○

○○○○

○○○○

○○

連 絡 先 電 話 番 号 042-722-3111 氏名

市 街 化 区 域 内 の 農 地 転 用 届 出 書 手 続 に つ い て

市街化/調整 小作（賃貸借）地

森野　一郎

計

１部

町田市農業委員会 会長

　届出る場合

記載方法

必　　須
・公図の写し（届出日より３ヶ月以内に法務局・同出張所にて発行されたもの）※コピー、インターネットで出力したものは不可

添付書類
【全て
原本】

・土地登記簿の全部事項証明書（届出日より３ヶ月以内に法務局・同出張所にて発行されたもの）※コピー、インターネットで出力したものは不可

　　遺産分割協議書の写しまたは相続人全員の同意書

・他の法令（生産緑地地区・納税猶予地等）に関与する土地については、事前に関係窓口にご相談ください。

受理通知
書の交付

※原則届
出の翌週
金曜日以
降に交
付、ただ
し休日等
の都合に
より、変
更される
場合があ
ります。

届出者本人が受け
取る場合

その他

代理人が受け取り
にくる場合

・ハガキ（受理通知書の交付について）

・委任状（ハガキの受取人（委任者）の自署、又は記名及び押印がされているもの）

ご 不 明 な 点 が あ り ま し た ら 、 お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 農 業 委 員 会 事 務 局 ℡ 042-724-2169

・身分証の提示

・身分証の提示　

・代理人の受領印（認印可）押印またはサイン

・転用計画（目的・用途等）が確定していない場合は、届出ができません。

該当する場合のみ

必 要 に 応 じ 、 そ の 他 参 考 書 類 の 添 付 を 求 め る 場 合 が あ り ま す 。

・筆の一部を転用する場合

・親権者、後見人、相続財産管理人、遺言執行者、破産管財人等が

・共有者の一部が届出を行う場合

　→求積図

　　をお勧めします。

宛 先

・ご本人の受領印（認印可）押印またはサイン

　→共有者全員の同意書

・土地登記簿の全部事項証明書の記載と、住所や姓が異なる場合 ・地上権、永小作権、質権、賃借権による耕作者がいる場合

　→仮換地証明および位置図の写し

届出者または土地の筆が多数の場合は別紙に記載する。

　→相続関係が確認できる書面（戸籍謄本・除籍謄本等）、家系図および

・相続未登記の場合

　→（全部事項証明書記載住所と現住所がつながる）住民票・戸籍の附票等

・ハガキ（受理通知書の交付について）

　※この場合、地目の変更登記が不可能であるため、分筆後の転用

　→耕作者の同意書

　→上記代理人であることが確認できる書類

・区画整理区域内の土地について届出る場合

農地法第４条第１項第７号に基づく届出（権利の移転や設定を伴わない転用）

提出部数

局長 会長係長

３.転用計画

転 用 の 目的

転 用 の 時期

農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出書

係

決裁年月日

記載例

法人の場合は「業種」

現況地目は、そ
の土地の現在の
状態をそのまま
記入

現段階で判明している範囲
で、事業または施設の種類、
数量および面積、取水また
は排水施設等について具体
的に記入する。

届出の内容に関し
ての問合せ先


